
大口町告示第９７号 

 

 大口町移住支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

  令和６年１０月１日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



大口町移住支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

大口町移住支援事業補助金交付要綱（令和元年大口町告示第１０９号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「愛知県移住支援事業及びマッチング支援事業実施要領」を「愛知県移

住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要領」に改める。 

第２条第１項第１号ア中「通学期間」の次に「（修業年限を上限。ただし、高等専

門学校は２年を上限とする。）」を加える。 

様式第３の１中「愛知県移住支援事業及びマッチング支援事業実施要領」を「愛

知県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業要領」に改める。 

様式第３の４中「愛知県移住支援事業及びマッチング支援事業実施要領」を「愛

知県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業要領」に改める。 

附 則 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

２ 改正後の大口町移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和６年４月１日以降

の転入者について適用し、令和６年３月３１日までの転入者については、なお従

前の例による。 



 

大口町移住支援事業補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（目的） （目的） 

第１条 大口町（以下「町」という。）は、愛

知県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大

口町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づ

き、町内への移住・定住及び町内中小企業等

における人手不足の解消に資するため、愛知

県と共同して行う大口町移住支援事業におい

て、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神

奈川県をいう。以下同じ。）から町内に移住

した者が、愛知県移住支援事業・マッチング

支援事業・地方就職学生支援事業実施要領及

びあいちスタートアップ創業支援事業費補助

金事業実施要領（以下「県実施要領」とい

う。）の規定によるマッチング支援対象の求

人を充足して定着に至った場合又は企業支援

金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内

において大口町移住支援事業補助金（以下

「移住支援金」という。）を交付するものと

し、当該移住支援金の交付については、県実

施要領、その他法令等の定めるところによる

ほか、この要綱に定めるところによる。 

第１条 大口町（以下「町」という。）は、愛

知県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大

口町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づ

き、町内への移住・定住及び町内中小企業等

における人手不足の解消に資するため、愛知

県と共同して行う大口町移住支援事業におい

て、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神

奈川県をいう。以下同じ。）から町内に移住

した者が、愛知県移住支援事業及びマッチン

グ支援事業実施要領及びあいちスタートアッ

プ創業支援事業費補助金事業実施要領（以下

「県実施要領」という。）の規定によるマッ

チング支援対象の求人を充足して定着に至っ

た場合又は企業支援金の交付決定を受けた場

合に、予算の範囲内において大口町移住支援

事業補助金（以下「移住支援金」という。）

を交付するものとし、当該移住支援金の交付

については、県実施要領、その他法令等の定

めるところによるほか、この要綱に定めると

ころによる。 

（交付対象） （交付対象） 

第２条 略 第２条 略 

(1) 略 (1) 略 

ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項

のいずれにも該当すること。この場合に

おいて、東京圏のうちの条件不利地域

（過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法（令和３年法律第１９号）、

山村振興法（昭和４０年法律第６４

号）、離島振興法（昭和２８年法律第７

２号）、半島振興法（昭和６０年法律第

６３号）又は小笠原諸島振興開発特別措

置法(昭和４４年法律第７９号）の指定

区域を含む市町村（政令指定都市を除

く。）をいう。以下同じ。）以外の地域

ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項

のいずれにも該当すること。この場合に

おいて、東京圏のうちの条件不利地域

（過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法（令和３年法律第１９号）、

山村振興法（昭和４０年法律第６４

号）、離島振興法（昭和２８年法律第７

２号）、半島振興法（昭和６０年法律第

６３号）又は小笠原諸島振興開発特別措

置法(昭和４４年法律第７９号）の指定

区域を含む市町村（政令指定都市を除

く。）をいう。以下同じ。）以外の地域



 

新 旧 

に在住しつつ、東京２３区内の大学等へ

通学し、東京２３区内の企業等へ就職し

た者については、通学期間（修業年限を

上限。ただし、高等専門学校は２年を上

限とする。）も本事業の移住元としての

対象期間とすることができる。 

に在住しつつ、東京２３区内の大学等へ

通学し、東京２３区内の企業等へ就職し

た者については、通学期間も本事業の移

住元としての対象期間とすることができ

る。 

(ｱ)・(ｲ) 略 (ｱ)・(ｲ) 略 

イ・ウ 略 イ・ウ 略 

(2)～(4) 略 (2)～(4) 略 

様式第３の１（第５条関係） 様式第３の１（第５条関係） 

【別記】 【別記】 

様式第３の４（第９条関係） 様式第３の４（第９条関係） 

【別記】 【別記】 

  

 



別紙 
（新） 

 
（裏面に続く） 

様式第３の１（第５条関係） 

 

第  号 

年  月  日  

 

 様 

 

大口町長         印  

 

大口町移住支援事業補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のありました大口町移住支援事業補助金（以下

「移住支援金」という。）については、大口町移住支援事業補助金交付要綱第５条

第１項の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 移住支援金交付決定額     金        円 

 

２ 留意事項 

・ 同封する請求書に記入のうえ、  年  月  日までに大口町へ提出し

てください。 

・ 請求書受理後、概ね３０日以内に申請時に登録いただいた指定口座に振り

込みます。 

  

３ 交付決定に係る条件 

(1) 申請時に申告・誓約した事項を遵守すること。 

(2) 申請日から１年以内に離職したとき、勤務地が変更となったとき、または

５年以内に転居したときは、速やかに届け出ること。 

(3) 大口町は、大口町移住支援事業補助金交付要綱の規定に基づき、移住支援

金を受領後、以下のいずれかに該当する場合には、交付した額の全額又は半

額の返還を請求します。 

・ 申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合：全額 
・ 申請日から３年未満に大口町から転出した場合：全額 
・ 申請日から１年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合：全額 
・ 申請日から１年以内に勤務地が大口町以外へ変更となった場合：全額 
・ あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱に基づく「起業支援

金」の交付決定を取り消された場合：全額 



  ・ 申請日から３年以上５年以内に大口町から転出した場合：半額 
(4) 大口町及び愛知県は、大口町移住支援事業実施要綱並びに愛知県移住支援事

業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要領の規定に基づき、当

該事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要な事項の報告を求

め、及び関係する場所に立入調査を行います。報告及び立入調査に応じない場

合、虚偽の内容を申請したものと推定し、上記（３）に定める返還請求等を行

う場合があります。 

(5) フラット３５地域活性化型（地方移住支援）の金利引下げの適用について 

・ この通知書はフラット３５地域活性化型（地方移住支援）の金利引下げの

適用を受ける際の必要書類であり、紛失した場合は金利引下げの適用を受け

られない場合があります。 

  ・ 移住支援金の返還を請求された場合はフラット３５地域活性化型（地方移

住支援）の金利引下げの適用を受けられない場合があります。 

 ・ 移住支援金を受領した方に対するフラット３５地域活性化型（地方移住支

援）の金利引下げ制度の適用を受けるためには、交付決定日から５年以内に

取扱金融機関への申込が必要となります。 

(6) 株式会社日本政策金融公庫の創業者向け融資制度における特別利率の適用

について 

・ この通知書は日本政策金融公庫による新規開業支援資金等の特別利率の適

用を受ける際の必要書類であり、紛失した場合は特別利率の適用を受けられ

ない場合があります。 

・ 移住支援金の返還を請求された場合は日本政策金融公庫による新規開業支

援資金等の特別利率の適用を受けられない場合があります。 

  



 

（旧） 

 
（裏面に続く） 

様式第３の１（第５条関係） 

 

第  号 

年  月  日  

 

 様 

 

大口町長         印  

 

大口町移住支援事業補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のありました大口町移住支援事業補助金（以下

「移住支援金」という。）については、大口町移住支援事業補助金交付要綱第５条

第１項の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 移住支援金交付決定額     金        円 

 

２ 留意事項 

・ 同封する請求書に記入のうえ、  年  月  日までに大口町へ提出し

てください。 

・ 請求書受理後、概ね３０日以内に申請時に登録いただいた指定口座に振り

込みます。 

  

３ 交付決定に係る条件 

(1) 申請時に申告・誓約した事項を遵守すること。 

(2) 申請日から１年以内に離職したとき、勤務地が変更となったとき、または

５年以内に転居したときは、速やかに届け出ること。 

(3) 大口町は、大口町移住支援事業補助金交付要綱の規定に基づき、移住支援

金を受領後、以下のいずれかに該当する場合には、交付した額の全額又は半

額の返還を請求します。 

・ 申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合：全額 
・ 申請日から３年未満に大口町から転出した場合：全額 
・ 申請日から１年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合：全額 
・ 申請日から１年以内に勤務地が大口町以外へ変更となった場合：全額 
・ あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱に基づく「起業支援

金」の交付決定を取り消された場合：全額 



  ・ 申請日から３年以上５年以内に大口町から転出した場合：半額 
(4) 大口町及び愛知県は、大口町移住支援事業実施要綱並びに愛知県移住支援事

業及びマッチング支援事業実施要領の規定に基づき、当該事業が適切に実施さ

れたかどうか等を確認するため、必要な事項の報告を求め、及び関係する場所

に立入調査を行います。報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容を申請

したものと推定し、上記（３）に定める返還請求等を行う場合があります。 

(5) フラット３５地域活性化型（地方移住支援）の金利引下げの適用について 

・ この通知書はフラット３５地域活性化型（地方移住支援）の金利引下げの

適用を受ける際の必要書類であり、紛失した場合は金利引下げの適用を受け

られない場合があります。 

  ・ 移住支援金の返還を請求された場合はフラット３５地域活性化型（地方移

住支援）の金利引下げの適用を受けられない場合があります。 

 ・ 移住支援金を受領した方に対するフラット３５地域活性化型（地方移住支

援）の金利引下げ制度の適用を受けるためには、交付決定日から５年以内に

取扱金融機関への申込が必要となります。 

(6) 株式会社日本政策金融公庫の創業者向け融資制度における特別利率の適用

について 

・ この通知書は日本政策金融公庫による新規開業支援資金等の特別利率の適

用を受ける際の必要書類であり、紛失した場合は特別利率の適用を受けられ

ない場合があります。 

・ 移住支援金の返還を請求された場合は日本政策金融公庫による新規開業支

援資金等の特別利率の適用を受けられない場合があります。 



別紙 
（新） 

 
（裏面に続く） 

様式第３の４（第９条関係） 

 

第  号 

年  月  日  

 

 様 

 

大口町長         印  

 

大口町移住支援事業補助金交付決定通知書【再交付】 

 

   年  月  日付けで申請のありました大口町移住支援事業補助金（以下

「移住支援金」という。）については、大口町移住支援事業補助金交付要綱第５

条第１項の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 移住支援金交付決定額     金        円 

 

２ 留意事項 

・ 同封する請求書に記入のうえ、  年  月  日までに大口町へ提出し

てください。 

・ 請求書受理後、概ね３０日以内に申請時に登録いただいた指定口座に振り

込みます。 

  

３ 交付決定に係る条件 

(1) 申請時に申告・誓約した事項を遵守すること。 

(2) 申請日から１年以内に離職したとき、勤務地が変更となったとき、または

５年以内に転居したときは、速やかに届け出ること。 

(3) 大口町は、大口町移住支援事業補助金交付要綱の規定に基づき、移住支援

金を受領後、以下のいずれかに該当する場合には、交付した額の全額又は半

額の返還を請求します。 

・ 申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合：全額 
・ 申請日から３年未満に大口町から転出した場合：全額 
・ 申請日から１年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合：全額 
・ 申請日から１年以内に勤務地が大口町以外へ変更となった場合：全額 
・ あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱に基づく「起業支援

金」の交付決定を取り消された場合：全額 



  ・ 申請日から３年以上５年以内に大口町から転出した場合：半額 
(4) 大口町及び愛知県は、大口町移住支援事業実施要綱並びに愛知県移住支援事

業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要領の規定に基づき、当

該事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要な事項の報告を求

め、及び関係する場所に立入調査を行います。報告及び立入調査に応じない場

合、虚偽の内容を申請したものと推定し、上記（３）に定める返還請求等を行

う場合があります。 

(5) フラット３５地域活性化型（地方移住支援）の金利引下げの適用について 

・ この通知書はフラット３５地域活性化型（地方移住支援）の金利引下げの

適用を受ける際の必要書類であり、紛失した場合は金利引下げの適用を受け

られない場合があります。 

  ・ 移住支援金の返還を請求された場合はフラット３５地域活性化型（地方移

住支援）の金利引下げの適用を受けられない場合があります。 

 ・ 移住支援金を受領した方に対するフラット３５地域活性化型（地方移住支

援）の金利引下げ制度の適用を受けるためには、交付決定日から５年以内に

取扱金融機関への申込が必要となります。 

(6) 株式会社日本政策金融公庫の創業者向け融資制度における特別利率の適用

について 

・ この通知書は日本政策金融公庫による新規開業支援資金等の特別利率の適

用を受ける際の必要書類であり、紛失した場合は特別利率の適用を受けられ

ない場合があります。 

・ 移住支援金の返還を請求された場合は日本政策金融公庫による新規開業支

援資金等の特別利率の適用を受けられない場合があります。 

 

  



 

（旧） 

 
（裏面に続く） 

様式第３の４（第９条関係） 

 

第  号 

年  月  日  

 

 様 

 

大口町長         印  

 

大口町移住支援事業補助金交付決定通知書【再交付】 

 

   年  月  日付けで申請のありました大口町移住支援事業補助金（以下

「移住支援金」という。）については、大口町移住支援事業補助金交付要綱第５

条第１項の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 移住支援金交付決定額     金        円 

 

２ 留意事項 

・ 同封する請求書に記入のうえ、  年  月  日までに大口町へ提出し

てください。 

・ 請求書受理後、概ね３０日以内に申請時に登録いただいた指定口座に振り

込みます。 

  

３ 交付決定に係る条件 

(1) 申請時に申告・誓約した事項を遵守すること。 

(2) 申請日から１年以内に離職したとき、勤務地が変更となったとき、または

５年以内に転居したときは、速やかに届け出ること。 

(3) 大口町は、大口町移住支援事業補助金交付要綱の規定に基づき、移住支援

金を受領後、以下のいずれかに該当する場合には、交付した額の全額又は半

額の返還を請求します。 

・ 申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合：全額 
・ 申請日から３年未満に大口町から転出した場合：全額 
・ 申請日から１年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合：全額 
・ 申請日から１年以内に勤務地が大口町以外へ変更となった場合：全額 
・ あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱に基づく「起業支援

金」の交付決定を取り消された場合：全額 



  ・ 申請日から３年以上５年以内に大口町から転出した場合：半額 
(4) 大口町及び愛知県は、大口町移住支援事業実施要綱並びに愛知県移住支援事

業及びマッチング支援事業実施要領の規定に基づき、当該事業が適切に実施さ

れたかどうか等を確認するため、必要な事項の報告を求め、及び関係する場所

に立入調査を行います。報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容を申請

したものと推定し、上記（３）に定める返還請求等を行う場合があります。 

(5) フラット３５地域活性化型（地方移住支援）の金利引下げの適用について 

・ この通知書はフラット３５地域活性化型（地方移住支援）の金利引下げの

適用を受ける際の必要書類であり、紛失した場合は金利引下げの適用を受け

られない場合があります。 

  ・ 移住支援金の返還を請求された場合はフラット３５地域活性化型（地方移

住支援）の金利引下げの適用を受けられない場合があります。 

 ・ 移住支援金を受領した方に対するフラット３５地域活性化型（地方移住支

援）の金利引下げ制度の適用を受けるためには、交付決定日から５年以内に

取扱金融機関への申込が必要となります。 

(6) 株式会社日本政策金融公庫の創業者向け融資制度における特別利率の適用

について 

・ この通知書は日本政策金融公庫による新規開業支援資金等の特別利率の適

用を受ける際の必要書類であり、紛失した場合は特別利率の適用を受けられ

ない場合があります。 

・ 移住支援金の返還を請求された場合は日本政策金融公庫による新規開業支

援資金等の特別利率の適用を受けられない場合があります。 

 

 

 

 


